


1. 2024年4月1日から建設業で時間外労働の上限規制が適用 
建設業では、2024年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されます。
上限規制の時間は月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情がある場合でも、
単月で100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内に収める必要があり
ます。ただし、復旧・復興に関わる業務の場合については、単月で100時間未満、複
数月平均80時間以内の条件は適用されません。 
 2. 建設業の労務課題 
建設業の労務課題は主に「長時間労働」と「人材不足」です。厚生労働省の2020年度
の毎月勤労統計調査によると、建設業の総実労働時間は164.7時間で、全産業平均
よりも30時間以上多い結果でした。年間の総実労働時間も全産業より300時間以上
多く、長時間労働の傾向が見られます。また、建設業では週休2日（4週8休）が十分に
実施されておらず、建築工事においては約5割が4週4休で働いています。 

。 

西成の日雇い労働者の残業に直堰に連結するもの
ではないのですが、会社の正社員・監督まで残業で
縛りがかかることで、現場の稼働や土曜休日の完全
施行など仕事の流れがかわってくるとおもいます。 

 新年度に入りましたが、仕事の流れ気になるところ
ですが、現金求人は落ちこみは、残念なことに持続し
そうです。 


